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年
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月

四

日

目

次

告

示

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定

(

薬
務
水
道
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

岐
阜
県
告
示
第
九
十
四
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

(

八
Ｒ)�
Ｎ
・
Ｎ�
ジ
エ
チ
ル�

六�

メ
チ
ル�

一�
[

四�
(

ト
リ
メ
チ
ル
シ
リ
ル)

ベ

ン
ゾ
イ
ル]�
九
・
十�
ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン�

八�

カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

(

通
称

一
Ｓ
Ｂ�
Ｌ
Ｓ
Ｄ)

２

一�
[

一�
(

三�
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル)

シ
ク
ロ
へ
キ
シ
ル]

ピ
ぺ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

(

通
称

三�
Ｃ
ｌ�
Ｐ
Ｃ
Ｐ
、
三�
Ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｏ�

Ｐ
Ｃ
Ｐ

３

四�
メ
チ
ル�
一�

(

二�
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル)�
二�

(

ピ
ロ
リ
ジ
ン�

一�

イ
ル)

ペ
ン

タ
ン�
一�
オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

(

通
称

二
ｍ
ｅ�
Ｐ
ｉ
Ｈ
Ｐ
、
二
ｍ
ｅ�
Ｐ
Ｈ
ｉ
Ｐ
、
二�
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ�

α�

Ｐ
ｉ
Ｈ
Ｐ
、

二�
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ�
α�
Ｐ
Ｈ
ｉ
Ｐ)

４

プ
ロ
パ
ン�
二�
イ
ル

一�
(

一�
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル)�
一
Ｈ�
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル�

五�
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

(

通
称

Ｉ
ｓ
ｏ
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｘ
ａ
ｔ
ｅ)

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
の
区
域
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が

( ) 令和８年３月４日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
三
月
四
日



あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三

指
定
の
効
力
が
発
生
す
る
日

令
和
八
年
三
月
五
日

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年３月４日 ( )２

令
和
八
年
三
月
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


